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公認会計士等の登録状況

監 査 法 人

公 認 会 計 士 会 計 士 補

年 月 末 所 属 公 認

登 録 者 数 登 録 者 数 会 計 士 数

人 人 法人 人

昭和24．12 ５７ ２６

25．12 ２６１ １２９

30．12 １，１２１ ４２４

35．12 １，５０８ ６５１

40．３ ２，０８６ ６７５

45. ３ ４，０６２ ８６９ ２４ ５６２

50. ３ ４，９２７ １，５２０ ３４ １，３３１

55. ３ ５，８３３ ２，３０３ ５８ １，８５２

60. ３ ７，６２８ １，４５６ ８８ ３，１８５

平成元. ３ ８，３６０ １，９５６ ９９ ３，７４３

２．３ ８，６６８ ２，１７０ ９８ ３，９０６

３．３ ９，０２５ ２，３６８ １１２ ４，２７１

４．３ ９，２８９ ２，６５２ １２０ ４，５９２

５．３ ９，６８２ ２，９５９ １２１ ４，８７４

６．３ １０，１６０ ３，０３７ １２２ ５，１３８

７．３ １０，４３６ ３，３９４ １２２ ５，３８０

８．３ １０，７８７ ３，６０９ １２６ ５，５４９

９．３ １１，１４５ ３，８２９ １２８ ５，７４１

１０．３ １１，７２３ ３，８６２ １３５ ５，９８７

１１．３ １２，１７８ ３，９３９ １４２ ６，１９９

１２．３ １２，６８２ ４，０８０ １４４ ６，３６７

１３．３ １３，２０９ ４，２８９ １４８ ６，６７７

１３．９ １３，７７２ ３，６５８ １４８ Ｎ．Ａ

（注）監査法人設立第１号は、昭和４２年１月１９日である。



監査法人に所属する公認会計士数

400人以上 200～ 399 100～ 199 26～ 99 25人以下

法 所属公 法 所属公 法 所属公 法 所属公 法 所属公
人 認会計 人 認会計 人 認会計 人 認会計 人 認会計
数 士総数 数 士総数 数 士総数 数 士総数 数 士総数

昭和60.３末 － － ４ 1,108 ７ 932 11 418 66 727

平成元 .３末 ４ 1,942 １ 283 ２ 270 10 380 82 868

平成２ .３末 ４ 2,130 １ 306 ２ 259 ９ 326 82 885

平成６ .３末 ５ 3,563 １ 212 １ 132 ５ 169 110 1,062

平成７ .３末 ５ 3,828 １ 209 １ 130 ４ 140 111 1,073

平成８ .３末 ５ 4,010 － － ２ 309 ４ 141 115 1,089

平成 10.３末 ５ 4,263 １ 201 １ 144 ８ 264 120 1,115

平成 11.３末 ５ 4,377 １ 204 １ 150 ８ 282 127 1,186

平成 12.３末 ５ 4,549 － － ２ 313 10 322 127 1,183

平成 13.３末 ４ 4,984 － － １ 163 ６ 209 137 1,321



公認会計士までのコース

受 験 者

大学（短大を含む）卒業者等

第 １ 次 試 験

（第１次試験免除）

合 格

第 ２ 次 試 験

（短答式試験 ⇒ 論文式試験）

合 格 登 録

会 計 士 補

１ 協会の実務補習所

認定を受けた監査法人又は 年 東 京

指導公認会計士による実務補習 以 東 海（名古屋）

上 近 畿（大 阪）

実 務 従 事 ２ 業 務 補 助

一般企業 年 監 査 法 人

官公庁等 以 会 計 事 務 所

上

第 ３ 次 試 験

（筆記試験 ⇒ 口述試験）

合 格 登 録

公 認 会 計 士



公 認 会 計 士 試 験 の 概 要

第 １ 次 試 験 第 ２ 次 試 験 第 ３ 次 試 験

一般的学力を有するか否か 会計士補となるのに必要な 公認会計士となるのに必要

目 的 の判定 専門的学識を有するか否か な高等の専門的応用能力を

の判定 有するか否かの判定

制限なし 第１次試験合格者 第２次試験に合格し、１年

受験資格 第１次試験を免除された 以上の実務補習及び２年以

者 上の業務補助又は実務従事

を経た者

国語、数学、外国語（省令 〔短答式試験〕 財務に関する監査実務、財

で英語と規定）、論文 会計学（簿記、財務諸表論 務に関する分析実務、その

、原価計算、監査論）及び 他の会計実務（税に関する

商法 実務を含む）、論文

試験科目 〔論文式試験〕

必須科目は短答式試験科目

と同じ

選択科目は、経営学、経済

学及び民法の中から２科目

筆記試験 短答式試験（択一式を含む 筆記試験及び口述試験

試験方法 ）及び短答式試験に合格し

た者に対しては論文式によ

る筆記試験

大学（短期大学・高等専 ３年以上大学等の教授、 筆記試験で公認会計士審査

門学校を含む）卒業者 助教授の職にあった者及 会が相当と認める成績を得

４年制大学に２年以上在 び博士号を授与された者 た者については、申請によ

学し、44単位以上を修得 司法試験及び不動産鑑定 りその後行われる２年間の

試験免除 した者 士試験の第２次試験合格 筆記試験を免除する。

司法試験第１次試験又は 者

不動産鑑定士試験第１次

試験に合格した者

専修学校の専門課程を修 （注） 、 とも直接関連

了した者 等 する科目のみ免除



公認会計士試験実施状況（平成元年以降）

（ 単 位 ： 人 ， ％ ）

区 分 第 一 次 試 験 第 二 次 試 験 第 三 次 試 験

年 別 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率

平元（１） 638 155 24.3 5,735 596 10.4 188 81 43.1

（２） 540 289 53.5

２（１） 770 208 27.0 6,449 634 9.8 244 127 52.0

（２） 509 295 58.0

３（１） 732 151 20.6 7,157 638 8.9 217 122 56.2

（２） 461 224 48.6

４（１） 840 107 12.7 8,102 798 9.8 244 125 51.2

（２） 706 354 50.1

５（１） 838 143 17.1 9,538 717 7.5 361 184 51.0

（２） 785 372 47.4

６（１） 716 80 11.2 10,391 772 7.4 428 205 47.9

（２） 829 379 45.7

７（１） 254 48 18.9 10,414 722 6.9 452 228 50.4

（２） 962 499 51.9

８ 266 45 16.9 10,183 672 6.6 1,103 690 62.6

９ 249 34 13.7 10,033 673 6.7 1,063 614 57.8

１０ 227 27 11.9 10,006 672 6.7 1,150 651 56.6

１１ 221 34 15.4 10,265 786 7.7 1,154 654 56.7

１２ 141 28 19.9 11,058 838 7.6 1,143 679 59.4

１３ 119 19 16.0 12,073 961 8.0

合 計 28,890 4,405 15.2 261,581 19,334 7.4 47,049 14,414 30.6

（注）合計欄の数字は公認会計士試験実施（昭和24年）からの累計である。



日本公認会計士協会の主な業務内容

業 務 区 分            事　業　内　容

監査業務の審査、

指導、監督業務

①　会員の監査業務の適正な運用発展を図る。

②　監査を遂行する主体としての公認会計士又は監査法人が行う監査

の品質管理状況をレビューする。

登 録 業 務              ①　公認会計士、会計士補及び外国公認会計士の登録に関する事務を行

う。

①　公認会計士の使命及び職責を全うし、監査業務等の質的向上を図る

ため、継続的専門研修制度を設け、会員を対象に研修を行う。

②　会員の研鑽に必要な出版物の企画編集及び発行を行う。

研修・教育業務

③　会計士補の指導教育

綱 紀 業 務              ①　職業倫理に関する規範を定め、その保持昂揚を図る。

①　監査の実務規範の検討作成実務指針作成              

業 務              ②　会計の実務指針の検討作成

①　会計・監査の国際的調和と統一への協力国 際 業 務              

②　諸外国の公認会計士制度及び公認会計士業務並びに諸外国に対す

る広報

①　公認会計士制度の改善進歩についての研究調査

②　情報技術の進展に伴う会員業務の対応に関する研究調査

③　学校法人の会計及び監査の理論及び実務に関する研究調査

④　公益法人等の会計及び監査の理論及び実務に関する研究調査

⑤　公企業等の会計及び監査の理論及び実務に関する研究調査

⑥　公認会計士の業務に関係がある法規の研究調査

⑦　経営に関する研究調査

調査研究業務              

⑧　会員が行う租税に関する業務の充実と改善に資するための研究調

査

広 報 業 務       ①　機関誌JICPAジャーナルの編集及び発行



監査業務（２条１項業務）の概要

◎法定監査
内 容 根 拠 法 令

・証券取引法監査 証券取引所に株式を上場し 証券取引法
ている会社等が、証券取引法 第 193条の２
の規定に基づき提出する貸借
対照表、損益計算書その他の
財務書類について監査証明

・商法特例法監査 資本金５億円以上又は負債 商法特例法
総額 200億円以上の株式会社 第２条
が、商法の規定に基づいて作
成される貸借対照表、損益計
算書等について監査

・私立学校法人監査 私立学校振興助成法に基づ 私立学校
き補助金の交付を受けた学校 振興助成法
法人が作成する貸借対照表、 第14条
収支計算書その他財務書類に
関する書類について所轄庁が
指定する事項について監査

・労働組合監査 労働組合が作成する、すべ 労働組合法
ての財源及び使途、主要な寄 第５条
附者の氏名並びに現在の経理
状況を示す会計報告について
正確であることを証明

・政党助成法監査 政党交付金の交付を受けた 政党助成法
政党が提出する報告書のうち 第19条
政党交付金の総額、政党交付
金による支出の総額等につい
て監査

・信用金庫 信用金庫等の協同組織金融 信用金庫法
・信用協同組合 機関のうち、一定規模以上の 第37条の２
・農林中央金庫 ものが作成する業務報告書、 協同組合による
・労働金庫 貸借対照表、損益計算書等に 金融事業に関す

監査 ついて監査 る法律
第５条の５

農林中央金庫法
第24条ノ２

労働金庫法
第39条の２

◎その他の制度監査

・中小企業投資育成会社投資先監査
（中小企業投資育成会社事業規程）

・日本体育協会加盟団体監査（日本体育協会加盟団体規程）
・商品取引員監査（東京工業品取引所定款） 等

◎任意監査



監査・公認会計士制度の歩み

◎昭和２３年７月 公認会計士法の制定
正
規 ◎２５年３月 法定監査の導入（証券取引法の改正）
監 ……昭和26年７月１日開始事業年度より公認会計士による
査 法定監査を実施
の
予 ○２５年７月 「監査基準」及び「監査実施準則」の制定
備段 企業会計基準審議会《現在の企業会計審議会》
的階 による

正 ○３２年３月 「財務諸表等の監査証明に関する省令」を公布
規の ……昭和３２年１月１日開始事業年度より「正規の財務諸
監開 表監査」を実施
査始

監 ○４０年11月 公認会計士審査会答申
督 「日本公認会計士協会の特殊法人化及び公認会計士の協
体 同組織体の推進についての具体的措置に関する答申」
制
の・◎４１年６月 公認会計士法の改正（組織的監査の必要性）
充強 ……・監査法人制度の導入
実化 ・日本公認会計士協会の特殊法人化

○４９年４月 監査特例法（「株式会社の監査等に関する商法の特例
商 に関する法律」）の公布
法 ……株式会社のうち資本金１０億円以上のもの（証券取引
監 法適用会社については資本金５億円以上のもの）につ
査 いて、会計監査人による監査を新たに義務付け
の
導 ○５１年７月 「監査実施準則」及び「監査報告準則」の改定
入 ……連結財務諸表監査の実施に対応
及 ５２年４月１日以後に開始される会計年度から適用
び
監 ○５２年３月 中間財務諸表監査基準の制定
査 ……昭和５２年９月期中間決算より中間財務諸表について
対 新たに監査証明を要求
象
の ○５６年６月 監査特例法の改正
拡 ……会計監査人による会計監査対象会社の範囲を拡大
大 資本金 10億円以上→資本金５億円以上又は

負債総額 200億円以上

○平成元年５月 企業会計審議会第３部会報告
「監査実施準則の改訂について」



○３年５月 公認会計士審査会小委員会中間報告
「公認会計士試験制度の見直しについて」審議状況の
中間報告

○３年 12月 公認会計士審査会小委員会最終報告
「公認会計士試験制度の見直しについて」最終報告

○３年 12月 企業会計審議会第３部会報告
商 「監査基準、監査実施準則及び監査報告準則の改訂に
法 ついて」
監 ・分析的手続の追加確認書の徴求
査 ・特記事項の導入 等
の 監査実務指針については日本公認会計士協会で順次整
導 備を進めることとされた
入
及 ◎４年５月 公認会計士法の改正
び ……第２次試験に短答式試験を導入する等の試験制度の大
監 幅改正及び罰則の改正
査
対 ○７年５月 公認会計士試験２次試験における短答式試験の実施
象
の ○８年３月 日本公認会計士協会「銀行等監査特別委員会」設置
拡 銀行等の監査実務の検討始まる
大

○８年６月 「金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の
整備に関する法律」成立

……一定規模以上の信用金庫、労働金庫等の協同組織金融
機関に対する外部監査の導入 等

○９年４月 公認会計士審査会・会計士監査懇談会
「会計士監査の充実に向けての提言」を公表

監
査 ○10年４月 日本公認会計士協会
制 継続的専門研修（ＣＰＥ）制度の実施
度
の ○10年６月 証券取引法の改正
充 連結ベースでのディスクロージャーへの移行
実
・ ○11年４月 日本公認会計士協会
強 品質管理レビュー制度が開始
化

○11年７月 公認会計士審査会・会計士監査に関するＷＧ
「会計士監査のあり方についての主要な論点」を公表

○12年６月 公認会計士審査会・監査制度小委員会
「監査制度を巡る問題点と改革の方向」を公表
公認会計士審査会・試験制度に関する検討小Ｇ
「公認会計士試験制度のあり方に関する論点整理」を
公表

○13年６月 企業会計審議会第２部会
「監査基準の改訂に関する意見書」を公表



上 場 ・ 店 頭 公 開 企 業 数 の 推 移
（ 単 位 ： 社 ）

上 場 会 社 数 登 録 会 社 数 有価証 券 報 告 書 提 出 件 数
（ 年 末 値 ） （ 年 末 値 ） （ 年 間 値 ）

昭 和 ２ ４ 年 ６ ８ １ － Ｎ ． Ａ

２ ５ 年 ７ ６ ４ － Ｎ ． Ａ

３ ０ 年 ７ ８ ３ － Ｎ ． Ａ

３ ５ 年 ７ ８ ５ － Ｎ ． Ａ

４ ０ 年 １ ， ５ ７ ７ １ １ ４ ３ ， ７ ９ ０

４ ５ 年 １ ， ５ ８ ０ １ １ １ ３ ， ７ ７ ４

５ ０ 年 １ ， ７ １ ３ ９ ３ ３ ， １ ０ ６

５ ５ 年 １ ， ７ ２ ９ １ １ ２ ２ ， ９ ６ ２

６ ０ 年 １ ， ８ ２ ９ １ ２ ７ ２ ， ９ ３ １

平 成 元 年 ２ ， ０ １ ９ ２ ６ ３ ３ ， ４ ２ ５

２ 年 ２ ， ０ ７ １ ３ ４ ２ ３ ， ５ １ １

３ 年 ２ ， １ ０ ７ ４ ３ ０ ３ ， ７ ０ ７

４ 年 ２ ， １ １ ８ ４ ３ ６ ３ ， ７ ８ ０

５ 年 ２ ， １ ５ ５ ４ ７ ７ ３ ， ８ １ ６

６ 年 ２ ， ２ ０ ５ ５ ６ ８ ３ ， ９ １ ４

７ 年 ２ ， ２ ６ ３ ６ ７ ８ ４ ， ０ ９ ８

８ 年 ２ ， ３ ３ ４ ７ ６ ２ ４ ， ２ ８ ５

９ 年 ２ ， ３ ８ ７ ８ ３ ４ ４ ， ４ ２ ３

１ ０ 年 ２ ， ４ １ ６ ８ ５ ６ ４ ， ５ ４ ５

１ １ 年 ２ ， ４ ７ ２ ８ ６ ８ ４ ， ６ ８ ５

１ ２ 年 ２ ， ６ ０ ０ ８ ８ ６ ５ ， ２ ４ ３

（ 注 １ ） 店 頭 登 録 会 社 の 数 値 は 店 頭 管 理 銘 柄 を 除 く 。
（ 注 ２ ） 昭 和 ５ ５ 年 以 前 の 登 録 会 社 数 欄 は 登 録 銘 柄 数 。



公 認 会 計 士 の 登 録 状 況

監 査 法 人 被 監 査 会 社 数

公 認 会 計 士 会 計 士 補

年 月 末 所 属 公 認 証 取 法 監 査 商 法 監 査 学校法人監査 投資育成会社の

登 録 者 数 登 録 者 数 会 計 士 数 Ａ Ｂ Ｃ 投資先への監査Ｄ

人 人 法人 人 社 社 法人 社

昭和40．３ ２，０８６ ６７５ ２，２２６

45. ３ ４，０６２ ８６９ ２４ ５６２ ２，３１３ ４５７ ４５５

50. ３ ４，９２７ １，５２０ ３４ １，３３１ ２，５３３ ６６４ ６０３

55. ３ ５，８３３ ２，３０３ ５８ １，８５２ ２，７１１ ７２１ ２，８８６ ７１８

56. ３ ６，２３３ ２，１０１ ６３ ２，０７６ ２，７２４ ７４８ ３，４２１ ７４９

57. ３ ６，７１０ １，７９６ ７１ ２，４０８ ２，７４７ ７９６ ３，８５２ ８１８

58. ３ ７，１４８ １，５３２ ７６ ２，４８３ ２，７６３ ８５６ ４，０５４ ８８２

59. ３ ７，３４９ １，５０２ ８３ ２，９２１ ２，７９６ ９１０ ４，１５１ ９２５

60. ３ ７，６２８ １，４５６ ８８ ３，１８５ ２，８４１ ２，１２６ ４，１５７ ９３４

61. ３ ７，８１６ １，５０４ ８９ ３，３０４ ２，８８９ ２，３９９ ４，１３７ ８７４

62. ３ ８，００５ １，６８７ ９０ ３，４９３ ２，９２３ ２，６０８ ４，２７７ ８８９

63. ３ ８，１９５ １，８１５ ９４ ３，６３１ ２，９８４ ２，９０５ ４，４４０ ８９３

平成元. ３ ８，３６０ １，９５６ ９９ ３，７４３ ３，０４０ ３，２２６ ４，６７３ ９２５

２．３ ８，６６８ ２，１７０ ９８ ３，９０６ ３，１８７ ３，６１８ ４，９１５ ９５５

３．３ ９，０２５ ２，３６８ １１２ ４，２７１ ３，３０７ ４，０４１ ５，１１８ ９７８

４．３ ９，２８９ ２，６５２ １２０ ４，５９２ ３，３９２ ４，５７６ ５，３２７ ９９８

５．３ ９，６８２ ２，９５９ １２１ ４，８７４ ３，４６３ ５，０５８ ５，５３０ １，０４８

６．３ １０，１６０ ３，０３７ １２２ ５，１３８ ３，５９６ ５，２９８ ５，６９４ １，０７７

７．３ １０，４３６ ３，３９４ １２２ ５，３８０ ３，８３３ ５，４８３ ５，７７７ １，０８９

８．３ １０，７８７ ３，６０９ １２６ ５，５４９ ３，９６０ ５，６１７ ５，８８０ １，０５８

９．３ １１，１４５ ３，８２９ １２８ ５，７４１ ４，０５９ ５，８０７ ５，９７５ ９９１

１０．３ １１，７２３ ３，８６２ １３５ ５，９８７ ４，１３５ ５，８７８ ６，０８９ ９９０

１１．３ １２，１７８ ３，９３９ １４２ ６，１９９ ４，２１９ ５，８８０ ６，１５５ １，０３９

１２．３ １２，６８２ ４，０８０ １４４ ６，３６７ ４，２２０ ５，９６３ Ｎ．Ａ Ｎ．Ａ

１３．３ １３，２０９ ４，２８９ １４８ ６，６７７ Ｎ．Ａ Ｎ．Ａ Ｎ．Ａ Ｎ．Ａ

１３．９ １３，７７２ ３，６５８ １４８ Ｎ．Ａ Ｎ．Ａ Ｎ．Ａ Ｎ．Ａ Ｎ．Ａ

（注）１．監査法人設立第１号は、昭和４２年１月１９日である。

２．被監査会社数は、日本公認会計士協会の調査による。

３．法定監査は上記のＡ～Ｃのほか「労働組合監査」、「政党助成法監査」等があり、それ以外にはＤを始めとする制度監査及び任意監査がある。



公 認 会 計 士 の 業 務 の 拡 大

１．最近における監査業務（２条１項業務）の拡大事例

○ 協 同 組 織 金 融 機 関 に 対 す る 監 査 に お け る 監 査 対 象 の 拡 大

一 定 規 模 等 以 上 の 信 用 金 庫 や 信 用 組 合 、 労 働 金 庫 な ど の 監 査 に つ い て 、

義 務 付 け の 対 象 と な る 一 定 規 模 が 平 成 13年 ４ 月 か ら 預 金 等 総 額 が 2,000億

円 か ら 500億 円 に 引 き 下 げ 。

○ 独 立 行 政 法 人 監 査 （ 独 立 行 政 法 人 通 則 法 第 39条 ）

原 則 と し て 、 資 本 金 100億 円 以 上 の 独 立 行 政 法 人 は 、 そ の 財 務 諸 表 等 に

関 し 、 公 認 会 計 士 等 の 監 査 を 義 務 づ け 。 平 成 13年 ４ 月 か ら 段 階 的 実 施 。

○ 特 定 目 的 会 社 の 監 査 （ 資 産 の 流 動 化 に 関 す る 法 律 第 85条 ）

一 定 の 要 件 を 満 た す 特 定 目 的 会 社 を 除 き 、 作 成 す る 財 務 諸 表 等 に 関 し 、

公 認 会 計 士 等 の 監 査 を 義 務 づ け 、 平 成 10年 ９ 月 か ら 実 施 。

○ 公 益 法 人 監 査

平 成 13年 ２ 月 の 「 公 益 法 人 の 指 導 監 督 体 制 等 の 充 実 に つ い て 」 （ 公 益 法

人 等 の 指 導 監 督 等 に 関 す る 関 係 閣 僚 会 議 申 合 せ ） に 基 づ き 、 各 府 省 は 、 資

産 額 100億 円 以 上 若 し く は 負 債 額 が 50億 円 以 上 又 は 収 支 決 算 額 が 10億 円 以

上 の 所 管 法 人 に 対 し て 、 公 認 会 計 士 等 に よ る 監 査 を 受 け る こ と を 要 請 。

２．最近における監査業務以外（２条１項業務以外）の拡大事例

○ 地 方 自 治 体 に 対 す る 外 部 監 査

地 方 自 治 体 の 監 査 機 能 を 外 部 監 査 導 入 を 含 め て 充 実 強 化 す る 観 点 か ら 導

入 さ れ 、 都 道 府 県 、 政 令 指 定 都 市 及 び 中 核 市 は 包 括 外 部 監 査 契 約 の 締 結 が

義 務 づ け ら れ て い る 。

包 括 外 部 監 査 契 約 は 、 財 務 諸 表 の 監 査 で は な く 、 外 部 監 査 人 が 必 要 と 認

め る 特 定 の 対 象 に つ い て 監 査 を 行 う 。

個 別 外 部 監 査 契 約 は 、 議 会 等 か ら の 請 求 が あ っ た と き に 、 監 査 委 員 の 監

査 に 代 え て 、 個 別 外 部 監 査 人 の 監 査 を 受 け る と と も に 、 結 果 報 告 を 受 け る 。



外 部 監 査 契 約 を 締 結 で き る の は 、 公 認 会 計 士 、 弁 護 士 、 行 政 事 務 精 通 者 、

税 理 士

○ マ ザ ー ズ （ 東 証 ） 、 ア ン ビ シ ャ ス （ 札 証 ） 上 場 企 業 の 四 半 期 財 務 情 報 に

対 す る 意 見 表 明 業 務 （ 平 成 11年 11月 、 平 成 12年 ４ 月 ）

四 半 期 財 務 情 報 に は 、 公 認 会 計 士 等 の 意 見 を 付 す る 必 要

○ 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に お け る 特 定 資 産 の 価 格 等 の 調 査 （ 投 資 信 託 及 び

投 資 法 人 に 関 す る 法 律 第 16条 の ２ ）

投 資 信 託 又 は 投 資 法 人 が 政 令 で 定 め ら れ た 特 定 資 産 の 取 得 又 は 譲 渡 そ の

他 の 行 為 に つ い て 価 格 等 の 事 項 の 調 査 を 公 認 会 計 士 等 に よ り 受 け る こ と を

義 務 づ け 。



ディスクロージャー制度及び会計基準の見直し

見 直 し 前 平 成 1 1年 ３ 月 期 見 直 し 後

ディスクロージャー 平成11年４月以降開始する事業年度

子会社、関連会社 ・ 持株基準により、持株 ・ 実質的な支配力基準、 ・ 実質的な支配力基準、影響力基準の適用を義務づけ
の範囲 比率50％超を子会社、20 影響力基準の適用も認め る。

％以上を関連会社とする る。

連結情報中心への ・ 個別情報が中心。 ・ 注記等により、部分的 ・ 連結情報が中心の開示に本格的に移行する。
移行 に連結情報を充実させる

金融機関のディス ・ 平成10年３月期より、 ・ 全金融機関に、実質的な支配力基準、影響力
クロージャー 全国銀行の不良債権額に 基準を適用した連結ベースでの開示を罰則付き

ついて、米国ＳＥＣ基準 で義務づける。
と同様の基準により、リ
スク管理債権額の開示を ・ 米国ＳＥＣ基準と同様の基準によるリスク管
開始。 理債権額についても実質的な支配力基準、影響

力基準により開示される。

有価証券の評価方法 ・ 原価法又は低価法 ・ 原価法又は低価法 12年４月以降開始事業年度 13年４月以降開始事業年度

金融機関については ・ 売買目的の有価証券等 ・「その他有価証券」の時
平成９年９月期（中間 に時価評価を導入する。 価評価を導入する。
期）までは、通達によ 「その他有価証券」の時
り、低価法を義務づけ 価は注記する。
ていた。

年金会計 ・ 年金の積立不足は、開 ・ 年金の積立不足は、開 12年４月以降開始事業年度 13年４月以降開始事業年度
示されない。 示されない。

・ 積立不足を財務諸表に ・ 積立不足を財務諸表に
計上するか、注記する。 計上する。

外貨建取引会計 ・ 短期金銭債権債務を除 ・ 短期金銭債権債務を除 平成12年４月以降開始する事業年度
き、取得時レートで換算 き、取得時レートで換算

・ 為替換算調整勘定は資 ・ 為替換算調整勘定は資 ・ 子会社株式等を除き、有価証券、金銭債権債務及び
産又は負債の部に表示 産又は負債の部に表示 デリバティブ取引は、決算時レートで換算する。

・ 為替換算調整勘定は資本の部に表示

税効果会計 ・ 連結財務諸表において ・ 個別財務諸表において 平成11年４月以降開始する事業年度
は、税効果会計を適用す も適用を認める。
ることも認められる。 ・ 連結財務諸表及び個別財務諸表において、適用を義

務づける。

（注）土地は、原価評価されるが、「土地の再評価に関する法律」により、平成10年３月31日から時価による再評価を実施できる（平成14
年３月31日まで）。



【 旧 】 【 新 】

公認会計士審査会 公認会計士審査会

○ 公認会計士制度の運営に関する重要事項の調査審議 ○ 公認会計士、監査法人の懲戒処分に関する調査審議

○ 公認会計士、監査法人の懲戒処分に関する調査審議 ○ 公認会計士試験の実施

○ 公認会計士試験の実施

金 融 審 議 会

監査制度小委員会

○ 公認会計士制度に関する重要事項の調査審議

○ 監査制度に関する論点につき調査審議

を行ない、「監査制度を巡る問題点と改

革の方向」として平成12年６月に公表 （注）金融審議会の下に、金融分科会、金利調整分科会、

公認会計士制度部会、自動車損害賠償責任保険制度部会

が設置されている。

試験制度に関する検討小グループ 公認会計士制度部会

○ 試験制度に関する論点につき調査審議 （参考）内閣総理大臣及び金融庁長官による金融審

を行ない、「公認会計士試験制度のあり 議会に対する諮問（平成13年１月29日）

方に関する論点整理」として平成12年６ ○ 公認会計士制度を取り巻く環境の変化を見据

月に公表 え、公認会計士監査の一層の充実強化及び環境

の変化に適合した公認会計士制度の整備に向け

て、公認会計士制度の改善に関する事項につい

て、審議を求める



Ⅰ．「監査制度を巡る問題点と改革の方向」の検討事項と主な論点

（平成12年６月29日 公認会計士審査会監査制度小委員会）

１．適正・公正な監査の確保に向けて

独立性確保のあり方

○ 監査人の独立性の要件や審査基準等に係る自主規制の充実・強化、等

同一監査人の継続的監査及び公認会計士単独による監査に係る問題について

○ 監査法人における関与社員のローテーション等の自主規制の充実・強化、等

監査証明業務に対する内部管理・審査及び外部審査体制のあり方

○ 公認会計士協会の品質管理レビュー制度の充実・強化、等

監査報告書の署名のあり方

○ 監査報告書における関与社員の自署・押印の見直し、等

行政による公認会計士及び監査法人の処分のあり方

○ 公認会計士法上の処分形態の多様化、等

適正な監査日数等の確保と監査報酬のあり方

○ 標準監査報酬制度の廃止、等

自主規制機関としての公認会計士協会のあり方

○ 公認会計士協会の財務状況等の開示、等

２．公認会計士の質の向上に向けて

継続的専門研修制度のあり方

○ 継続的専門研修制度による研修の履修の義務付け、等

公認会計士の登録制度のあり方

○ 資格登録更新制度の導入、等

公認会計士協会への強制入会制度のあり方

○ 強制入会制度の見直し、等



３．環境の変化に適合した監査法人制度及び業務範囲等のあり方

監査法人制度のあり方

○ 有限責任パートナーシップ制等の有限責任形態の導入、等

業務範囲のあり方

○ 財務書類に係るレビュー業務、コンサルティング業務の拡大等への対応、等

広告規制のあり方

○ 法による広告規制の見直し

公認会計士法の目的規定の要否等

○ 公認会計士の使命等の規定の整備



Ⅱ．「公認会計士試験制度のあり方に関する論点整理」の検討事項と主な論点

（平成12年６月29日 公認会計士審査会試験制度に関する検討小グループ ）

１．試験制度見直しに関する基本的考え方

公認会計士数の増加の必要性とその具体数

○ 適正な公認会計士数について、等

質の充実を図りながら、数を増やすための方策

○ 社会人等の多様な人材が公認会計士資格を取得しやすくなるような方策、等

公認会計士の質の充実

○ 社会人等の多様な人材を含む受験者の大幅な増加を図る方策、等

２．公認会計士試験制度のあり方

第１次試験

○ 第１次試験の廃止

第２次試験

○ 科目合格制の導入、短答式試験合格者に対する免除措置の導入、等

インターン制度

○ インターン期間の短縮、実務従事の対象範囲の拡大、等

第３次試験

○ 口述試験実施方法等の改善、等

３．試験実施のあり方

○ より一層の出題範囲の明確化や試験問題の標準化、等




